
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

保
護
を
受
け
る
実
演
に
係
る
規
定
の
改
正

こ
の
法
律
に
よ
る
保
護
を
受
け
る
実
演
に
、
視
聴
覚
的
実
演
に
関
す
る
北
京
条
約
の
締
約
国
の
国
民
又
は
当
該
締
約
国
に

常
居
所
を
有
す
る
者
で
あ
る
実
演
家
に
係
る
実
演
を
加
え
る
こ
と
。

（
第
七
条
第
八
号
関
係
）

第
二

出
版
権
に
係
る
規
定
の
改
正

一

複
製
権
等
保
有
者
は
、
そ
の
著
作
物
に
つ
い
て
、
文
書
若
し
く
は
図
画
と
し
て
出
版
す
る
こ
と
（
電
子
計
算
機
を
用
い

て
そ
の
映
像
面
に
文
書
又
は
図
画
と
し
て
表
示
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
方
式
に
よ
り
記
録
媒
体
に
記
録
し
、
当
該
記
録
媒
体

に
記
録
さ
れ
た
複
製
物
に
よ
り
頒
布
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
又
は
当
該
方
式
に
よ
り
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
た
複
製
物
を

用
い
て
公
衆
送
信
（
放
送
又
は
有
線
放
送
を
除
き
、
自
動
公
衆
送
信
の
場
合
に
あ
っ
て
は
送
信
可
能
化
を
含
む
。
）
を
行

う
こ
と
を
引
き
受
け
る
者
に
対
し
、
出
版
権
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
十
九
条
第
一
項
関
係
）

二

出
版
権
者
は
、
設
定
行
為
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
出
版
権
の
目
的
で
あ
る
著
作
物
に
つ
い
て
、
頒
布
の
目
的

を
も
っ
て
、
原
作
の
ま
ま
印
刷
そ
の
他
の
機
械
的
若
し
く
は
化
学
的
方
法
に
よ
り
文
書
若
し
く
は
図
画
と
し
て
複
製
す
る



権
利
（
原
作
の
ま
ま
一
に
規
定
す
る
方
式
に
よ
り
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
と
し
て
複
製
す
る
権
利
を
含
む

。
）
又
は
原
作
の
ま
ま
一
に
規
定
す
る
方
式
に
よ
り
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
た
複
製
物
を
用
い
て
公
衆
送
信
を
行
う
権
利

の
全
部
又
は
一
部
を
専
有
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
ま
た
、
出
版
権
者
は
、
著
作
権
者
の
承
諾
を
得
た
場
合
に
限
り
、
他

人
に
対
し
、
当
該
著
作
物
の
複
製
又
は
公
衆
送
信
を
許
諾
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
関
係
）

三

二
に
規
定
す
る
公
衆
送
信
を
行
う
権
利
に
係
る
出
版
権
者
は
、
原
稿
等
の
引
渡
し
等
を
受
け
た
日
か
ら
六
月
以
内
に
そ

の
出
版
権
の
目
的
で
あ
る
著
作
物
に
つ
い
て
公
衆
送
信
を
行
う
義
務
等
を
負
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
十
一
条
第
二
号
関
係
）

四

著
作
者
は
、
そ
の
著
作
物
に
つ
い
て
出
版
権
者
が
公
衆
送
信
を
行
う
場
合
に
は
、
正
当
な
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
著

作
物
に
修
正
又
は
増
減
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
十
二
条
第
一
項
第
二
号
関
係
）

五

出
版
権
者
が
三
に
規
定
す
る
義
務
に
違
反
し
た
と
き
は
、
複
製
権
等
保
有
者
は
、
出
版
権
者
に
通
知
し
て
そ
の
出
版
権

を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
十
四
条
第
一
項
関
係
）

六

著
作
権
の
制
限
規
定
を
出
版
権
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
著
作
物
の
公
衆
送
信
に
つ
い
て
準
用
す
る
こ
と
。



（
第
八
十
六
条
関
係
）

第
三

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
四

附
則

一

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
一
に
関
す
る
規
定
は
、
視
聴
覚
的
実
演

に
関
す
る
北
京
条
約
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

所
要
の
経
過
措
置
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
関
係
）


